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発熱患者が増加した場合、感染拡大防止のため、主に発熱患者の診療となります。
詳しくは、小平市医師会ホームページをご覧ください。

日　　程 診 療 時 間 名　称 所　在　地 電 話 番 号

休日応急診療 日曜日、祝日、
年末年始 午前 ９時～午後 ５時 小平市医

師会応急
診療所

学園東町
１－１９－１２
（健康センター内）

０４２（３４６）３７０６
（左記診療時間内）

準夜応急診療 月曜～日曜日
（年中無休）

午後 ７時３０分～１０時３０分
（受付は１０時１５分まで）

※応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各
種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療・準夜応急診療（内科・小児科）

東京消防庁救急相談
センター

＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
０４２（５２１）２３２３（ダイヤル回線から）

救急車を呼ぶべきか迷った場合の
相談・２４時間

小平消防署
病院・診療所案内 ０４２（３４１）０１１９ 救急医療機関の案内・２４時間

東京都医療機関案内
サービス（ひまわり） ０３（５２７２）０３０３ 診療中の医療機関の案内・２４時間

東京都による救急診療などの相談・案内

休日歯科応急診療医（診療時間：午前９時～午後５時）
日　　程 医療機関名 所　在　地 電 話 番 号

２ 月 ７ 日（日） 一 橋 学 園 歯 科 学園東町 ３－ ７－３５－ １ ０４２（３４５）８１８１
２ 月１１日（木・祝）河 野 歯 科 医 院 学園西町 ２－１３－２９ ０４２（３４５）５６２２

２ 月１４日（日） 岩 間 歯 科 医 院 天神町 １－ ３－ ８　ヘリオス天神町レジ
デンス １階 ０４２（３４２）８１８８

※受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

成
人
歯
科
健
診
の
受
診
を

2
月
２７
日（
土
）ま
で
に

　
成
人
歯
科
健
診
の
健
診
期
間
は
２
月
２７

日
（
土
）
ま
で
で
す
。
口
腔
ケ
ア
は
健
康

維
持
に
大
切
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
禍
で
の
受
診
控
え
は
、
健
康
上

の
危
険
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
市
に
健
診
を
申
し
込
み
、
ま
だ
受

診
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
の
受
診
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
健
康
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
（
３
４

６
）
３
７
０
０

医
師
に
よ
る
物
忘
れ
相
談
会

　
医
師
に
物
忘
れ
の
相
談
が
で
き
ま
す
。

相
談
は
、
会
場
の
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

向
け
に
、
接
し
方
な
ど
基
本
知
識
を
学
び

ま
す
。

と　
き　
３
月
３
日
（
水
）　
午
前
１０
時

〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
小
ホ
ー
ル

定　
員　
３０
人

申
込
み　
２
月
５
日
（
金
）
か
ら
、
高
齢

者
支
援
課
へ（
先
着
順
）
☎
０４２（
３
４
６
）

９
５
３
９

ひ
と
り
親
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金

２
月
２８
日（
日
）ま
で

　
ひ
と
り
親
世
帯
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
子
育
て
の
負
担
増

加
や
収
入
の
減
少
な
ど
が
あ
っ
た
方
へ
、

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対　
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
ズ
ー
ム
）
で
行
い
ま
す
。

と　
き　
３
月
９
日
（
火
）　
午
後
１
時

３０
分
以
降
の
指
定
す
る
時
間

と
こ
ろ　
な
か
ま
ち
テ
ラ
ス
学
習
室
１

対　
象　
市
内
在
住
で
、
物
忘
れ
な
ど
の

症
状
が
あ
り
認
知
症
の
心
配
が
あ
る
方
、

ま
た
は
そ
の
家
族

定　
員　
３
人

申
込
み　
２
月
５
日
（
金
）
か
ら
２２
日

（
月
）
ま
で
に
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
多
摩
済
生
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
（
先
着

順
）
☎
０４２
（
３
４
９
）
２
１
２
３

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養

成

講

座

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
の

方
や
そ
の
家
族
を
見
守
る
応
援
者
で
す
。

　
講
座
で
は
、
認
知
症
を
初
め
て
学
ぶ
方

の
在
学
し
て
い
る
中
学
校
へ
持
参

※
市
外
の
公
立
中
学
校
な
ど
に
在
籍
し
て

い
る
方
や
、
詳
し
い
交
付
要
件
は
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
学
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

７
０手

話
通
訳
者
登
録
試
験

　
手
話
通
訳
者
と
し
て
登
録
す
る
た
め
の

試
験
で
す
。
市
で
は
、
聴
覚
障
が
い
者
と

聴
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の

た
め
、手
話
通
訳
者
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

と　
き　
３
月
７
日
（
日
）　
午
後
１
時

〜
３
時
ご
ろ

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館

対　
象　
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

▽
市
内
在
住
で
２０
歳
以
上
（
令
和
３
年
４

月
１
日
現
在
）

▽
小
平
市
手
話
通
訳
者
養
成
講
習
会
通
訳

ク
ラ
ス
修
了
予
定
ま
た
は
同
程
度
の
手
話

学
習
経
験
が
あ
る

▽
登
録
認
定
後
は
手
話
通
訳
者
と
し
て
市

の
依
頼
に
応
え
、
通
訳
活
動
で
き
る

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
た
め

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
の
水
準
ま
で
下

が
っ
た

給
付
額　
１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降

は
１
人
に
つ
き
３
万
円
を
加
算

※
再
支
給
分
と
し
て
、
給
付
額
と
同
額
を

併
せ
て
申
請
で
き
ま
す
。

▽
収
入
が
減
少
し
た
方
へ
の
追
加
給
付

　
①
の
対
象
者
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
、
収
入
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
と
申

し
出
を
し
た
方
に
１
世
帯
５
万
円
を
給
付

し
ま
す
。

申
込
み　
２
月
２８
日
（
日
）
ま
で
（
消
印

有
効
）
に
、
申
請
書
を
問
合
せ
先
へ
（
送

付
可
）

※
申
請
書
は
問
合
せ
先
に
あ
る
ほ
か
、
小

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▪
確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、

所
得
税
・
住
民
税
を
計
算
す
る
際
に
社
会

保
険
料
と
し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
元
年
・
２
年
中
に
納
め
た
保
険
料

額
は
源
泉
徴
収
票
や
領
収
書
、
通
帳
な
ど

で
確
認
で
き
ま
す
が
、
納
付
額
を
知
り
た

い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
高
額
介
護
合
算
療
養
費

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の

自
己
負
担
額
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用

者
負
担
額
の
世
帯
で
の
年
間
合
算
額
（
令

内　
容　
手
話
表
現
・
手
話
読
み
取
り
ほ

か持
ち
物　
筆
記
用
具

申
込
み　
２
月
２２
日
（
月
）
ま
で
に
、
問

合
せ
先
へ
（
電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電

子
メ
ー
ル
可
）

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
０
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５

４
１
、
Asyogaisyashien@city.ko

daira.lg.jp

技
能
功
労
者
表
彰
式

　
市
の
産
業
振
興
に
貢
献
し
た
技
能
功
労

者
を
、
１２
月
７
日
（
月
）
に
表
彰
し
ま
し

た
。受
彰
者
は
、卓
越
し
た
技
能
を
持
ち
、

同
業
者
や
後
進
の
模
範
と
な
っ
て
い
ま
す

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）。

▽
阿
部
淳
江
、
大
谷
明
弘
、
河
部
学
、
小

暮
義
則
、
鈴
木
光
浩
、
相
馬
キ
ミ
、
長
谷

川
浩
永
、
深
澤
美
智
武
、
古
田
康
三
、
村

岡
道
修
、
山
下
勲

問
合
せ　
産
業
振
興
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
４

平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
（
〒
１８７
︱
８
７

０
１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
４
４

奨
学
生
を
募
集

小
平
市
育
英
資
金

　
小
平
市
育
英
資
金
は
、
経
済
的
理
由
に

よ
り
進
学
が
困
難
な
方
に
、
学
資
の
補
助

と
し
て
中
学
校
卒
業
時
に
６
万
円
を
給
付

す
る
制
度
で
す
（
返
還
不
要
）。

対　
象　
申
請
時
に
保
護
者
と
と
も
に
市

内
に
在
住
し
て
い
る
公
立
中
学
校
の
３
年

生
で
、
交
付
要
件
に
該
当
す
る
方

申
込
み　
３
月
４
日
（
木
）
ま
で
に
、
申

請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、
市
内

和
元
年
８
月
〜
令
和
２
年
７
月
）
が
高
額

と
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
限
度
額
（
左

上
表
参
照
）
を
超
え
た
部
分
は
払
い
戻
し

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
、

３
月
中
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

▪
保
険
料
の
軽
減

　
所
得
が
低
い
世
帯
の
方
に
は
、
保
険
料

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所

得
税
や
住
民
税
の
申
告
が
な
い
方
は
、
軽

減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
遺
族
年
金
・
障

害
年
金
な
ど
所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
い
収

入
の
方
も
住
民
税
の
申
告
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８

医
療
費
控
除
対
象
の

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
は
、
確
定

申
告
の
際
に
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　
医
療
費
控
除
の
申
告
に
は
、
医
療
費
控

除
の
明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
や
保
険
か
ら

の
払
い
戻
し
な
ど
、
利
用
料
の
補ほ

填て
ん

が
あ

る
場
合
は
、
支
払
っ
た
金
額
か
ら
補
填
さ

れ
る
額
を
差
し
引
い
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　
介
護
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
年
金
か
ら
保
険
料

を
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
の
は
年
金
受
給
者
の
た

め
、
そ
の
親
族
な
ど
が
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
☎
０４２
（
３
９

４
）
６
８
１
１

高額介護合算療養費自己負担限度額（年額）

負担区分
後期高齢者
医療制度＋
介護保険

負担区分
後期高齢者
医療制度＋
介護保険

現役並み所得Ⅲ
課税所得６９０万円以上 ２１２万円 一般 ５６万円

現役並み所得Ⅱ
課税所得３８０万円以上 １４１万円 低所得Ⅱ ３１万円

現役並み所得Ⅰ
課税所得１４５万円以上 ６７万円 低所得Ⅰ １９万円

※自己負担限度額は世帯単位です。
※低所得とは、住民税非課税世帯などです。

医療費控除の対象となる介護サービス
対象となるサービス 対象となる金額

施　
設

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、指定地域密
着型介護老人福祉施設

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、
２割または ３割）と居住費・食費にかかる
自己負担額の合計の ２分の １

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院
サービス利用にかかる自己負担額（ １割、
２割または ３割）と居住費・食費にかかる
自己負担額

居
宅
サ
ー
ビ
ス

医
療
系

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテー
ション
（介護予防）居宅療養管理指導、（介護予防）通所リハ
ビリテーション（デイケア）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪
問看護を利用する場合）
看護小規模多機能型居宅介護（医療系介護サービスを含
む組合せにより提供されるもの（生活援助中心型の訪問
介護の部分を除く））

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、
２割または ３割）
※通所リハビリテーションの食費も控除の
対象となります。
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己
負担となった部分）も控除の対象です。

（介護予防）短期入所療養介護(ショートステイ)
サービス利用にかかる自己負担額（ １割、
２割または ３割）と滞在費・食費にかかる
自己負担額

福
祉
系

（介護予防）訪問介護（生活援助中心型を除く）
※介護予防訪問介護は平成３０年 ３ 月末まで。
夜間対応型訪問介護
（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）通所介護（デ
イサービス）
※介護予防通所介護は平成３０年 ３ 月末まで。
地域密着型通所介護
※平成２８年 ４ 月 １ 日から。
（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規
模多機能型居宅介護、（介護予防）短期入所生活介護（シ
ョートステイ）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪
問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る）
看護小規模多機能型居宅介護（医療系介護サービスを含
まない組合せにより提供されるもの（生活援助中心型の
訪問介護の部分を除く））
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービ
スを除く）
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービ
スを除く）

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、
２割または ３割）
※居宅サービス計画（ケアプラン）または
介護予防サービス計画に基づいて、医療系
介護サービスと一緒に利用していることが
前提です。
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己
負担となった部分）は控除の対象となりま
せん。
※通所介護の食費、短期入所生活介護の滞
在費・食費は控除の対象となりません。

※上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、そのサービスに
要する費用の自己負担額の１０分の １が医療費控除の対象です。
※居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」（自ら居宅サービス計画を作成した場合
は、届出を受理した市区町村名）と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。


